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◇北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

北九州市立戸畑高等専修学校を廃止することにしました。 
この条例は、令和６年４月１日から施行することにしました。 
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北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

令和６年３月７日 

北九州市長 武 内 和 久 

北九州市条例第２号 

北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する 

条例 

北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条例第

８号）の一部を次のように改正する。 

別表第１の学校教育関係の表の専修学校の項を削る。 

 別表第３の１ 学校教育関係の表の専修学校の項を削る。 

付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表第３の１ 学校教育関係の表の規定にかかわらず、この条例

の施行の日前の専修学校の使用に係る使用料又は当該専修学校に関する事務

で特定の者のためにするものに係る手数料については、なお従前の例による

。 

（北九州市職員の給与に関する条例の一部改正） 

３ 北九州市職員の給与に関する条例（昭和３８年北九州市条例第２４号）の

一部を次のように改正する。 

  別表第３のア 教育職給料表（１）の表の備考第１項中「及び高等専修学

校」を削り、同表の備考第３項第１号中「、養護教諭及び高等専修学校の教

員」を「及び養護教諭」に改める。 
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北九州市告示第７９号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を決定する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和６年３月７日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 

 

路線名 

 

区域決定の区間 

 

幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

６８７２ 小嶺４９

号線 

八幡西区小嶺一丁目３９９番

２９地先から 

八幡西区小嶺一丁目３９９番

２５地先まで 

3.5 

～ 

19.0 

 

40.0 
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北九州市公告第１６６号 

 一般競争入札により、委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り、次のとおり公告する。 

  令和６年３月７日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 委託内容 

 （１） 業務名 令和６年度介護保険認定調査業務（若松区及び戸畑区の更

新申請） 

 （２） 業務内容 仕様書で定めるとおり 

 （３） 契約期間 令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで    

 （４） 履行場所 市長が指示する場所 

 （５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載 

  された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（ 

  当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの 

  とする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費 

  税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金 

  額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第２４条の２第１項に規定 

  する指定市町村事務受託法人又は同法第４６条第１項に規定する指定居宅 

  介護支援事業者であり、かつ、同法第２３条に規定する居宅サービス等の 

  提供を行わない者であって前項第３号の契約期間内においても引き続き居 

  宅サービス等の提供を行わないものであること。 

（２） 年間４，０００件以上の介護保険認定調査を実施した実績があるこ

と。 

（３） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること

。 

 （４） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す 

  る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿 

  に記載されていること。 

 （５） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 入札の場所等 
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 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区馬借一丁目７番１号 

       北九州市総合保健福祉センター４階  

北九州市保健福祉局地域福祉部介護保険課認定審査係      

 イ 日時 この公告の日から令和６年３月１１日まで（日曜日及び土曜日

を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から

午後４時まで 

（２） 入札関係資料の交付方法 前号アの場所において無償で交付する。  

（３） 競争参加申出書の提出 この公告に係る一般競争入札に参加を希望

する者は、令和６年３月１１日午後４時までに委託契約に係る競争参加申

出書を北九州市保健福祉局地域福祉部介護保険課認定審査係に提出しなけ

ればならない。 

 （４） 入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 第３号アの場所 

  イ 日時 令和６年３月１８日午前１０時３０分 

４ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 

   条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 入札者に要求される義務を履行しなかった者がした入札 

  エ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 （４） 落札者の決定方法  

   契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲 

  内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。 

 （５） 契約書作成の要否 要 

 （６） この公告に係る契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

6



 ２３４条の３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属す 

 る年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除

があった場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる

。 

 （７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

  地等 

   北九州市保健福祉局地域福祉部介護保険課認定審査係 

   〒８０２－８５６０ 北九州市小倉北区馬借一丁目７番１号 

   北九州市総合保健福祉センター４階 

   電話 ０９３－５２２－８７１８ 
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